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介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
皆
さ
ん
が

納
め
た
保
険
料
と
、
国
・
県
・
市
町
村
の

負
担
金
等
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
光
市
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
総
額

（
利
用
者
負
担
分
を
除
く
）
の
50
％
を
公

費
で
賄
い
、
残
り
の
50
％
を
40
歳
以
上
の

被
保
険
者
が
負
担
し
ま
す
。
（
図
①
）

　
あ
な
た
の
預
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機

関
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
（
金
融
機
関
に

あ
り
ま
す
。
）
、
介
護
保
険
の
納
付
書
、

る
人
で
、
年
度
の
前
半
（
４
・
６
・
８

月
）
の
保
険
料
が
、
後
半
（
10
・
12
・
２

月
）
に
比
べ
高
額
と
な
る
見
込
み
の
人

は
、
６
・
８
月
の
特
別
徴
収
で
金
額
の
調

整
が
行
わ
れ
ま
す
。
６
月
下
旬
に
送
付
さ

れ
る
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　
年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人
や
、
年

度
当
初
（
４
月
１
日
時
点
）
で
年
金
の
支

給
決
定
が
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
普
通
徴

収
の
対
象
者
で
す
。
６
月
中
旬
に
納
入
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
各
納
付
期
限

ま
で
に
指
定
さ
れ
た
納
付
場
所
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
年
金
の
差
し
止
め
（
年
金
担
保

を
含
む
）
や
、
現
況
届
の
未
提
出
な
ど
で

年
金
の
支
給
が
停
止
し
た
場
合
に
は
、
普

通
徴
収
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

【
納
付
場
所
】

・
山
口
銀
行
　
・
西
京
銀
行

・
も
み
じ
銀
行
　
・
東
山
口
信
用
金
庫

・
周
南
農
業
協
同
組
合

・
南
す
お
う
農
業
協
同
組
合

・
中
国
労
働
金
庫

・
光
漁
業
協
同
組
合

・
郵
便
局
（
郵
便
局
は
、
口
座
振
替
の

　
み
可
能
で
す
。
）

・
市
役
所
、
支
所
お
よ
び
各
出
張
所

・
あ
い
ぱ
ー
く
光

　
65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
介
護
保
険
料
の
納
め
方
は
、
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
天
引
き
）
と
普
通
徴
収
（
納

付
書
に
よ
る
窓
口
納
付
と
口
座
振
替
）
の

２
種
類
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
低
所
得
の
人
に
過
重
な
負
担
と

な
ら
な
い
よ
う
、
負
担
能
力
に
応
じ
て
５

段
階
の
保
険
料
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

（
図
②
）

　
老
齢
（
退
職
）
年
金
が
年
額
18
万
円
以

上
の
人
は
、
原
則
と
し
て
特
別
徴
収
に
よ

る
納
付
と
な
り
ま
す
が
、
年
額
18
万
円
未

満
の
年
金
や
、
老
齢
福
祉
年
金
、
遺
族
年

金
、
障
害
年
金
、
恩
給
か
ら
は
天
引
き
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
普
通
徴
収
の
対
象
者

と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
16
年
度
中
に
65
歳
に
な
っ

た
り
、
転
入
し
た
人
な
ど
は
、
今
年
９
月

ま
で
普
通
徴
収
で
納
め
、
10
月
か
ら
特
別

徴
収
に
変
更
と
な
り
ま
す
。
（
図
③
）

　
ま
た
、
す
で
に
特
別
徴
収
で
納
め
て
い

▼図②   平成17年度の介護保険料（年額）
基準額 

所得の低い人 
本人が市民税を納めている人 本人が市民税非課税の人 

軽　減 
割　増 

保険料が軽減される人 基準額の人 割増保険料となる人 
・生活保護の受給者 
 ・老齢福祉年金受給者 
　で市民税非課税世帯 

・世帯全員が市民税 
　非課税 
 

・本人が市民税課税 
　者で合計所得金額 
　が200万円未満 

・本人が市民税 
　非課税者 

・本人が市民税課税 
　者で合計所得金額 
　が200万円以上 

基準額×0.5 基準額×0.75 基準額 基準額×1.25 基準額×1.5

21,540円 32,310円 43,080円 53,850円 64,620円 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 

月額 

年額 

所
得
段
階
区
分 

1,795円 3,590円 2,692円 4,487円 5,385円 

 

※月額については、めやすです。 

介
護
保
険
の
財
源
は
？

保
険
料
の
納
め
方
は
？

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

《
特
別
徴
収
》

《
普
通
徴
収
》

普
通
徴
収
の
人
は
、
口
座
振
替
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

金
受
給
者

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
前
年
の
収
入

が
51
万
円
以
下
の
人

【
対
象
サ
ー
ビ
ス
】
　

・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
施
設

サ
ー
ビ
ス

・
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）

・
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）

・
短
期
入
所
生
活
介
護
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

【
対
象
社
会
福
祉
法
人
】

・
光
富
士
白
苑
　
・
光
寿
苑
　
・
や
ま
と
苑

・
和
光
苑
　
・
光
市
社
会
福
祉
協
議
会

　　
介
護
保
険
施
設
に
入
所
（
入
院
）
中
の

食
事
に
係
る
負
担
額
は
１
日
７
８
０
円
で

す
が
、
次
の
人
は
軽
減
さ
れ
ま
す
の
で
、

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
現
在
減
額
認
定
を
受
け
て
い
る

人
も
５
月
末
で
有
効
期
間
が
切
れ
て
い
ま

す
の
で
、
申
請
が
済
ん
で
い
な
い
人
は
、

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
お
よ
び
負
担
額
】

・
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
人
　
　

　
５
０
０
円
／
日

・
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で
老
齢
福

祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
お
よ
び
生
活

保
護
の
被
保
護
者
　
３
０
０
円
／
日

⑤
資
産
を
活
用
し
て
も
、
な
お
生
活
に
困

る
人
。

・
世
帯
全
員
の
預
貯
金
等
（
有
価
証
券
を

含
む
）
の
合
計
が
１
２
０
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と
。

・
原
則
と
し
て
、
資
産
活
用
で
き
る
居
住

用
以
外
の
土
地
、
家
屋
を
所
有
し
て
い
な

い
こ
と
。

⑥
過
去
に
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と
。

●
手
続
き

　
申
請
書
及
び
関
係
書
類
（
申
告
書
、
調

査
の
た
め
の
同
意
書
、
医
療
保
険
証
の
写

し
、
年
金
振
込
（
改
定
）
通
知
書
の
写
し

等
）
を
介
護
保
険
係
の
窓
口
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
原
則
と
し
て
、
申
請
月
か
ら

の
月
割
り
で
の
減
免
と
な
り
ま
す
。

　
市
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
社
会

福
祉
法
人
の
協
力
を
得
て
、
特
に
生
計
が
困

難
な
人
が
利
用
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

の
負
担
軽
減
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　
次
の
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
利
用
料

が
２
分
の
１
程
度
軽
減
さ
れ
ま
す
の
で
、

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
現
在
減
額
認
定
を
受
け
て
い
る

人
も
５
月
末
で
有
効
期
間
が
切
れ
て
い
ま

す
の
で
、
申
請
が
済
ん
で
い
な
い
人
は
、

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
老
齢
福
祉
年

▼図③   65歳以上になる人の保険料の納め方

社
会
福
祉
法
人
提
供
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
利
用
料
の
軽
減

介
護
保
険
施
設
入
所
（
入
院
）
中

の
食
事
に
係
る
負
担
額
の
軽
減

預
貯
金
通
帳
、
通
帳
使
用
の
印
鑑

　
市
で
は
、
所
得
段
階
区
分
が
第
２
段
階

の
人
で
、
特
に
生
計
が
困
難
な
低
所
得
の

人
に
つ
い
て
、
第
１
段
階
の
金
額
ま
で
介

護
保
険
料
を
軽
減
し
ま
す
。

●
要
件

①
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

②
世
帯
の
収
入
合
計
が
１
人
世
帯
の
場
合

で
80
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。
（
２
人
以

上
の
世
帯
の
場
合
は
、
２
人
目
か
ら
１
人

に
つ
き
40
万
円
を
加
算
）

③
市
町
村
民
税
課
税
者
に
実
態
と
し
て
扶
養

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

④
市
町
村
民
税
課
税
者
と
生
計
を
共
に
し

て
い
な
い
こ
と
。

※ 

住
民
票
が
別
世
帯
で
あ
っ
て
も
、
実
態

と
し
て
同
居
し
て
い
れ
ば
、
同
一
世
帯
と

み
な
し
ま
す
。

平成16年度
中に65歳に
なった人 

65歳未満
の人 

老齢基礎年金の
支給決定がされ
てない人 

すでに老齢基
礎年金の支給
決定がされて
いる人 

平成17年度中
に65歳になる
人 

老齢（退職）年
金が年額18万円
未満の人 

老齢（退職）年
金が年額18万円
以上の人 

平成17年９月
分までは普通
徴収で10月分
から特別徴収
に変更 

平成17年4月1日時点 

平成17年度 
は普通徴収 
で納付 

 

●
申
請
・
問
合
せ

あ
い
ぱ
ー
く
光
　
介
護
保
険
課
介
護
保

険
係
０
８
３
３(

７
４)

３
０
０
３

65歳以上の 
人の保険料 
（第1号被保険者） 
約18％ 

40歳以上65歳未満の 
人の保険料 
（第2号被保険者） 
　32％ 市区町村 

の負担金 
12.5％ 

都道府県の 
負担金 
12.5％ 

国の負担金 
約25％ 

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担 

（
原
則
と
し
て
費
用
の
１
割
で
す
） 

▼図①   介護保険の財源

老齢（退職）　
年金が年18万円 
未満の人等 

普通徴収 特別徴収 

納付書で
納付 

（金融機関等） 

口座振替 
(金融機関  

や郵便局)

平
成
17
年
度
納
期
限 

平
成
17
年
度
の
年
金
か
ら
天
引
き
す
る
月 

17年 6月30日 
       　8月  1日 
　     　8月31日 
　　     9月30日 
　　10月31日 
　　   11月30日 
　　   12月26日 
18年 1月31日 

2月28日 
3月31日 

平成17年  4月 

平成17年  6月 

 平成17年  8月 

  平成17年10月 

  平成17年12月 

平成18年  2月 

◎納期10期 ◎天引き回数６回 

市に 
個別に支払う 

年金から天引き 

老齢（退職） 
年金が年18万円 
以上の人 

介護保険料の納期 

※年金は遺族年金・障害年金 
　老齢福祉年金等を除く 

　
介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、
介
護
を
必
要
と
す
る

人
々
を
社
会
全
体
で
支
え
合
う
大
切
な
制
度
で
す
。

　
老
後
の
安
心
の
た
め
、
あ
な
た
の
安
心
の
た
め
に
、
保
険
料
の
納
付

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

減
免
制
度


